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 APECビジネス諮問委員会  
APEC Business Advisory Council（ABAC）日本

 
２０１０年１０月１４日 

＜プレスリリース＞ 

ＡＢＡＣ日本委員が菅総理に今年の「ＡＰＥＣ首脳への提言」を手交 

 

ＡＰＥＣ首脳の公式民間諮問機関であるＡＰＥＣビジネス諮問委員会（ＡＰＥＣ Business Advisory 

Council、以下「ＡＢＡＣ」）日本委員３名（相原 元八郎・三井物産㈱顧問、渡辺 喜宏・㈱三菱  

東京ＵＦＪ銀行顧問、森本 泰生・㈱東芝顧問 ）は、本日（１０月１４日）、首相官邸にて、菅総理

に今年の「ＡＰＥＣ首脳への提言」を手交した。 

 

ＡＢＡＣは、１９９５年のＡＰＥＣ大阪会議において、ＡＰＥＣ首脳が「ビジネス界の声」を直接聞く 

メカニズムとして設立が決定され、翌１９９６年から活動を開始した。ＡＢＡＣは、ＡＰＥＣに参加 

する２１カ国・地域の各首脳が指名したビジネス界の代表者であるＡＢＡＣ委員（６１名、２０１０

年１０月現在）によって構成されている。 

 

ＡＢＡＣは、ＡＰＥＣボゴール宣言（１９９４年）においてＡＰＥＣ首脳が約束した「域内の貿易・投資

の自由化・円滑化を達成する」という、いわゆる「ボゴール目標」の達成のためにとるべき政策

を、ビジネス界の立場から「ＡＰＥＣ首脳への提言」として毎年とりまとめ、直接首脳に提出して

いる。毎年秋に開催されるＡＰＥＣ首脳会議の際、この「提言」に基づき「ＡＢＡＣ委員とＡＰＥＣ 

首脳との対話」が行われ、ＡＰＥＣの政策について意見交換する。 

 

本年、ＡＢＡＣはＡＰＥＣと同様日本が議長となり（相原委員が2010年にABAC議長に就任）、

「Working towards Sustainable Growth for All」（持続可能な成長を全ての人々のために）をテー

マに、下に列挙した項目等につき議論を重ね、政策提言活動に取り組んできた。 

 

２０１０年は先進国・地域にとってボゴール目標達成年であり、今年の「ＡＰＥＣ首脳への提言」で

は、ボゴール目標の達成度合をビジネス界の視点で見直し、アジア太平洋自由貿易圏

（FTAAP）の実現を軸として、地域経済のさらなる発展を促し、均衡の取れた、あまねく広がる、

持続可能で、革新的かつ安全な成長の実現に資する具体的提言を提出した。 
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具体的にはボゴール目標設定以降、多くの国･地域がはるかに自由で開かれたことは明確とし

た上で、依然貿易･投資への障壁が存在すること、そして域内ビジネス環境の変化もあり目標

達成のためにまだ実施すべきことがあると指摘、ボゴール目標評価を踏まえたAPECの新しい

ビジョンの採択を求めた。また本年のAPEC主要テーマであった域内の成長戦略について、

APEC参加国・地域を世界経済の成長の原動力と捉えた上で、経済の不確実性と保護主義への

圧力についての懸念を表明、金融規制改革実施における国際協調の重要性を述べた。加えて、

アジア太平洋自由貿易圏（ＦＴＡＡＰ）をAPEC地域の自由で開かれた貿易･投資を達成するため

の最も実用的手段と捉え、FTAAP早期実現による地域経済統合の加速を求めた。さらに、域内

ビジネスの大きな割合を占める中小及び零細企業の振興や、食料問題及びエネルギー問題へ

の対応を要請している。 

２０１０年の「ＡＰＥＣ首脳への提言」の主な内容は、以下の通り。 

● ボゴール目標の達成の決意の再表明及び新たなビジョンの策定 

● ＦＴＡＡＰ達成への更なる推進努力 

● ＦＴＡにおける新たなビジネス上の要件の特定（デジタル経済、サービスを包含し、 

整合的な域内規制をもたらす自由貿易協定の促進） 

● 保護主義への対抗 

● ドーハ開発アジェンダの妥結 

● 投資フローの促進（ＡＰＥＣ非拘束的投資原則の改訂による投資円滑化） 

● 物品とサービスの移動の円滑化 

● 中小･零細企業のキャパシティ･ビルディングの取組みの加速 

● 食料安全保障の確保 

● エネルギー安全保障への対応 

● 熟練人材不足への対応 

● 貿易の安全保障の確保 

● 輸送安全規制の調和 

● 物流サプライチェーンにおける安全の促進 

● 競争政策の拡充 

● ビジネス関係者の移動の円滑化 

● 知的財産権に関する協力の強化 

● 透明性の向上及び汚職撲滅 

● 産業界との対話の支持 

● 環境にやさしい物品･サービスの促進 

● 気候変動への取り組み 

● 人材のキャパシティ･ビルディングの促進 

● 域内資本市場の強化及び深化 
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本年のＡＰＥＣ２１ヵ国・地域の首脳とＡＢＡＣ委員との対話は、１１月に横浜で開催されるＡＰＥＣ

首脳会議に合わせ、１１月１３日（土）に行われる予定である。 

 
 

 

以 上 

 

 

添付資料  １．ＡＢＡＣ日本委員の略歴 

 ２．ＡＢＡＣ（ＡＰＥＣビジネス諮問委員会）について 

 ３．今年の「ＡＰＥＣ首脳への提言」書簡と要旨（英文・仮訳） 

 

 

本件お問い合わせ先 

 

ABAC日本支援協議会 事務局長 神﨑 幸雄 

 事務局次長 服部 和子 

 事務局次長 松野 譲 

 

〒１００－０００４ 千代田区大手町１-３-２ 経団連会館２１階 

ＴＥＬ： ０３-６７４１-０９６１   ＦＡＸ： ０３-６７４１-０９６２ 

Ｅ-ｍａｉｌ： secretariat@abac.gr.jp 

ホームページ： http://www.keidanren.or.jp/abac/ 
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（添付資料１） 

ＡＢＡＣ日本委員の紹介 

 

 

相原 元八郎 三井物産株式会社 顧問 
 

昭和１８年１０月生まれ。慶応義塾大学法学部卒業。昭和４２年

三井物産㈱入社。化学品分野に従事し、ドイツ、米国など海外での

駐在経験を経て、平成１２年６月より三井物産㈱取締役、平成

１４年４月より常務取締役兼常務執行役員駐中国総代表、平成

１６年６月より代表取締役専務執行役員、平成１８年４月、副社長

執行役員アジア本部長に就任（在シンガポール）、平成１９年４月に

同アジア・大洋州本部長として同地域を統括し、平成２０年４月より

現職。 

平成２０年７月、ＡＢＡＣ委員に任命され、平成２２年はＡＢＡＣ議長

を務める。 

 
 渡辺 喜宏 株式会社三菱東京UFJ銀行 顧問 

 

昭和２２年７月生まれ。東京大学法学部卒業。昭和４５年㈱東京

銀行入行。香港、ロンドン、台北などの海外勤務を経て、㈱東京

三菱銀行常務取締役、同常務執行役員アジア本部長、同グロー

バル企業部門長、専務取締役グローバル企業部門長、㈱三菱ＵＦ

Ｊフィナンシャル・グループ専務取締役を経て、平成２０年６月より

現職。 

また、平成２０年４月、日印経済委員会委員長、同年６月、(財)国際

通貨研究所専務理事にそれぞれ就任。 

平成１９年８月、ＡＢＡＣ委員に任命され、平成２１年１月から

ＡＢＡＣ金融・経済作業部会の部会長を務める。 

 
 森本 泰生 株式会社東芝 顧問 

 

昭和１６年１月生まれ。東京工業大学経営工学課程卒業。コー 

ネル大学修士ＭＳ取得。昭和３８年㈱東芝入社。半導体事業に

従事し、平成８年に㈱東芝取締役・アジア総代表に就任、同上席

常務・セミコンダクター社社長、同副社長、同代表執行役副社長

等を経て、平成２２年２月より現職。ビジネス・ブレークスルー  

大学院大学教授、㈱スプリングソフトシニアアドバイザーを兼務。 

平成２１年１月、ＡＢＡＣ委員に任命され、同年新設のＡＢＡＣ持続

可能な発展作業部会の副部会長を務める。 
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（添付資料２） 

ＡＢＡＣ（ＡＰＥＣビジネス諮問委員会）について 

 

１．ＡＢＡＣの設立経緯と役割 

ＡＢＡＣ（ＡＰＥＣビジネス諮問委員会）は、ＡＰＥＣ参加２１カ国・地域の首脳が指名したビジネス界の代表

で構成されるＡＰＥＣ唯一の公式民間諮問機関である。１９９５年のＡＰＥＣ大阪会議でＡＰＥＣ首脳がビジ

ネス界の声を直接聞くメカニズムとして設立を決定、翌１９９６年から活動を開始した。 

ＡＢＡＣの最大の役割は、ボゴール宣言（１９９４年）でＡＰＥＣ首脳が約束したボゴール目標「自由で開か

れた貿易・投資を達成する」の実現に向けてとるべき政策を、ビジネス界の立場から提言することで  

ある。 

ボゴール目標達成に向けた具体的な施策については、大阪行動指針（１９９５年）とその実行のために 

策定されたマニラ行動計画（１９９６年）に基づく各国・地域の個別行動計画（ＩＡＰ： Ｉｎｄｉｖｉｄｕａｌ Ａｃｔｉｏｎ    

Ｐｌａｎ）、および共同行動計画（ＣＡＰ： Ｃｏｌｌｅｃｔｉｖｅ Ａｃｔｉｏｎ Ｐｌａｎ）で方向性が示されており、ＡＢＡＣの  

提言はこれらの計画の主旨に沿って作成される。従って、ＡＢＡＣの提言は貿易・投資の自由化・円滑化

の実現に向けた具体的な施策と、実施のための「経済・技術協力（ＥＣＯＴＥＣＨ）」に関するものが中心と

なっている。 

 

２．ＡＢＡＣの活動概要 

ＡＢＡＣは毎年、アジア太平洋地域のビジネス界の見解、政策提言、政策実施状況に関する評価をとり 

まとめて「ＡＰＥＣ首脳への提言」を作成してＡＰＥＣ首脳に提出している。この提言に基づき、秋のＡＰＥＣ

首脳会議開催の際に「ＡＢＡＣ委員とＡＰＥＣ首脳との対話」が行われ、ＡＰＥＣの政策について直接意見

交換を行う。また、必要に応じて貿易・財務・中小企業などの担当大臣会合議長、高級実務者会合   

（ＳＯＭ）議長、ＷＴＯ事務局長らにＡＢＡＣ議長名の書簡を発出している。 

ＡＢＡＣ会議は、ＡＢＡＣの意思決定を行う全体会議（Ｐｌｅｎａｒｙ）と、専門分野毎に提言内容を検討する  

次の作業部会（Ｗｏｒｋｉｎｇ Ｇｒｏｕｐ）から成り、通常毎年４回開催される。 

 

 【ＡＢＡＣの作業部会】 

○自由化作業部会 （Ｌｉｂｅｒａｌｉｚａｔｉｏｎ Ｗｏｒｋｉｎｇ Ｇｒｏｕｐ）  

○円滑化作業部会 （Ｆａｃｉｌｉｔａｔｉｏｎ Ｗｏｒｋｉｎｇ Ｇｒｏｕｐ） 

○持続的な発展作業部会 （Ｓｕｓｔａｉｎａｂｌｅ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ Ｗｏｒｋｉｎｇ Ｇｒｏｕｐ） （副部会長：森本委員） 

○金融・経済作業部会 （Ｆｉｎａｎｃｅ ａｎｄ Ｅｃｏｎｏｍｉｃｓ Ｗｏｒｋｉｎｇ Ｇｒｏｕｐ） （部会長：渡辺委員） 

○キャパシティ・ビルディング行動計画作業部会 （Ｃａｐａｃｉｔｙ Ｂｕｉｌｄｉｎｇ ａｎｄ Ａｃｔｉｏｎ Ｐｌａｎ      

Ｗｏｒｋｉｎｇ Ｇｒｏｕｐ） 

 

   

   以 上 



hattorik
テキストボックス
（添付資料３）
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ＡＰＥＣ首脳への書簡 （仮訳） 

 
日本国 内閣総理大臣 

アジア太平洋経済協力議長 

菅 直人 閣下 

 

閣下、 

昨年 11 月、各首脳の皆様に我々ＡＢＡＣ委員がお目にかかった時、世界経済は不確実性

と安定への脅威に直面していました。その後世界経済は改善はしてきましたが、この脅威は 

依然として消えていません。今日の経済環境を脱するには、ＡＰＥＣはこれまでと同じ目標を

再設定しているだけでは足りません。つまり、ＡＰＥＣのエネルギーを短期間のうちに再活性

化することこそが求められていることであり、それは、ＡＰＥＣ参加国・地域が世界経済の  

成長の原動力であり続けるためにも重要なことです。 

自由で開かれた貿易・投資というボゴール目標の追求は、雇用創出と社会の安定を促進 

するとともに、域内の数百万に及ぶ人々の貧困からの救済に貢献しました。しかし、未だに

残る経済の不確実性と保護主義の圧力は、これらの成果を台無しにしかねない状況をもた

らすとともに、地域経済統合に新たな推進力を加える必要があることを物語っています。ここ

で重要なことは、ＡＰＥＣ参加国・地域間の緊密な調整のもと、金融改革を継続することで  

しょう。 

私どもは、ＡＰＥＣ首脳が、ボゴール目標追及の成果に根ざすＡＰＥＣの新たなビジョンを  

採択し、ＡＰＥＣ地域の万人が地域経済統合による共通の恩恵に浴することができることに

なるよう要請します。このＡＰＥＣの新たなビジョンには、アジア太平洋自由貿易圏           

（ＦＴＡＡＰ: Free Ｔｒａｄｅ Ａｒｅａ ｏｆ ｔｈｅ Ａｓｉａ Ｐａｃｉｆｉｃ）の実現へのＡＰＥＣの決意の再表明

が含まれていなければなりません。これは、私どもがＦＴＡＡＰはＡＰＥＣ域内における自由で

開かれた貿易・投資を実現するための最も実際的手段であると認識しているからです。 

私どもは、ＡＰＥＣ首脳に対し、ＦＴＡＡＰ実現のための可能な道筋について意思決定を行う

ことを要請します。 

ＡＰＥＣのビジネスリーダーとして、私どもは、ＦＴＡＡＰの進展は、均衡のとれた、あまねく  

広がる、持続可能で、革新的かつ安全な地域の成長を達成するための最善の戦略となると

考えます。また、ＦＴＡＡＰが進展すれば、世界経済においてＡＰＥＣは確実にリーダー   

シップと存在意義を発揮し続けることになるでしょう。 

ＡＰＥＣ参加国・地域の経済統合と競争力の質を向上せしめ、社会福祉を増進させるため、

私どもは、ＡＰＥＣ首脳に対し、キャパシティ・ビルディングとファイナンシャル・インクルー   

ジョンを促進させる政策を通じて、世界経済における中小・零細企業の成長を加速させる 

ことも要請します。ＡＰＥＣの経済成長が持続可能で、栄養・供給に関する新たな問題によっ

て損なわれないために、私どもは、域内食料安全保障とエネルギー安全保障の達成に向け

た積極的なアジェンダを提案します。 
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以上の提言は速やかな行動を要しますが、私どもは、添付した報告書の中で詳しく述べ   

ましたように、この他の様々な重要な問題についてもＡＰＥＣによる積極的な関与を期待  

しています。 

私どもは、横浜で開催されるＡＢＡＣ委員とＡＰＥＣ首脳との対話において、私どもの提言に

ついてお話しできることを期待しております。 

敬具 

 

２０１０年ＡＢＡＣ議長 

相原 元八郎 

三井物産株式会社 

顧問 

ＡＢＡＣ共同議長 

Ｔｅｎｇ Ｔｈｅｎｇ Ｄａｒ  

Chief Executive Officer 

Singapore Business 

Federation 

ＡＢＡＣ共同議長代理 

Ｄｅｂｏｒａｈ Ｈｅｎｒｅｔｔａ 

円滑化作業部会 部会長 

Group President – Asia 

Procter & Gamble Asia Pte Ltd. 
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ＡＰＥＣ首脳への２０１０年版 ＡＢＡＣ報告書 

要旨 （仮訳） 

 
 

以下は、域内の全ての人々のために、均衡ある、あまねく広がる、持続可能で、革新的かつ

安全な成長を達成するためにＡＢＡＣがＡＰＥＣに対して行う提言の要旨である。  

 

A. ボゴール目標の達成の決意の再表明及び新たなビジョンの策定  ＡＢＡＣによるボゴー

ル目標の達成度の独自評価において、多くのＡＰＥＣ参加国・地域が１９９４年以降、 

以前に比べはるかに開かれた国・地域となっていることが明確に確認されている。さらに

ＡＢＡＣは、ボゴール目標の導入以降、ＡＰＥＣ域内のサプライチェーン及びバリュー   

チェーンにおいてビジネス環境を改善するために重要な措置がとられたことを認める。 

しかし、貿易・投資への障壁の除去がまだ完全には終息していないこと、及び域内の 

近代的なサプライチェーン及びバリューチェーンの性質が変化してきていることは、域内

における自由で開かれた貿易・投資という目標を達成するためには、まだ実施するべき 

ことが多く残っているということを意味している。  

 

 ＡＢＡＣは、ＡＰＥＣ首脳がこれまでの成果を土台として、また、ボゴール時代以降の将来

に目を向けて、ＡＰＥＣが将来に希望を持てるような新たなビジョンを策定することを提言

する。この新たなビジョンは、ＡＰＥＣ参加国・地域に、均衡のとれた、あまねく広がり、 

持続可能で、革新的かつ安全な成長を達成するために、自由で開かれた貿易・投資の

達成、地域統合の深化の促進を再確約せしめるものでなければならない。新たな   

ビジョンを策定する一方で、ＡＰＥＣ参加国・地域は一連の地域統合指標を採択し、      

年１回公表するべきである。新たなビジョンは、域内における物品、サービス、投資、  

技術、人材の流れの自由化を目指すとともに、ビジネス界との協議のもと策定されるべき

である。   

 

B. ＦＴＡＡＰ達成への更なる推進努力  ＡＢＡＣは、アジア太平洋自由貿易圏（ＦＴＡＡＰ：  

Ｆｒｅｅ Ｔｒａｄｅ Ａｒｅａ ｏｆ ｔｈｅ Ａｓｉａ Ｐａｃｉｆｉｃ）は、アジア太平洋地域において自由で開か

れた貿易・投資を達成するための、野心的ではあるものの達成可能な手段であると考え

る。ＡＢＡＣは、全ＡＰＥＣ 参加国・地域が確実に参加できるようなＦＴＡＡＰの実現に   

向けた方策が、経済統合に関するＡＰＥＣの基本原則・最終目標と整合性を持って進め

られるよう、また、ビジネス界が今後のアジェンダの明確化において積極的な役割を  

果たすことができるよう、横浜会議において実行可能な方策について決定することを  

ＡＰＥＣ首脳に対して要請する。 

   

C. ＦＴＡにおける新たなビジネス上の要件の特定  ＡＢＡＣは、ＦＴＡＡＰ あるいはその他の

パスファインダー協定であるかを問わず、将来の自由貿易協定（ＦＴＡ: Ｆｒｅｅ Ｔｒａｄｅ  

Ａｇｒｅｅｍｅｎｔ）に盛り込むべき新たなビジネス上の要件についてさらに検討を加え、考え

方を発展させた。市場アクセスと並行して、将来のＦＴＡは、市場統合に取組むとともに、

デジタルエコノミー、サービス部門のニーズの他、当局者間の規制協力に関する原則や、

規制協力と一貫性を達成するためのプロセスを考慮しなければならない。 

 

D. 保護主義への対抗  ＡＢＡＣはこの1年、保護主義の発生を継続的に監視した結果、  

ＡＰＥＣ参加国・地域を含む国・地域の中には、世界貿易機関（ＷＴＯ）規則との整合性
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を保ちつつも、貿易及び投資に悪影響を及ぼす行動をとる例があることを確認した。  

このような政策に訴えず、貿易・投資を自由化しているＡＰＥＣ参加国・地域がある一方

で、貿易制限的措置を引き続き講じている参加国・地域もある。ＡＢＡＣに通報された 

このような貿易制限的措置には、関税の引上げ、輸出入を差別的に取扱う規制の導入、

国の援助、輸出補助金の交付などがある。ＡＢＡＣは、ＡＰＥＣ首脳に対して、ＷＴＯ規則

に抵触するか否かにかかわらず、開かれた市場、すべての新たな貿易制限的措置の 

有効な凍結・撤廃に対するＡＰＥＣの確約を再確認することを要請する。 

 

E. ドーハ開発アジェンダの妥結  ＡＢＡＣは、世界の国・地域が２０１０年にＷＴＯのドーハ

開発アジェンダ（ＤＤＡ: Ｄｏｈａ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ Ａｇｅｎｄａ）を妥結させるのに必要な政治

的意欲を失ったことに深く失望している。ドーハ・ラウンドを妥結させ、ビジネス界におけ

るＷＴＯの存在意義を保持するために、ＡＰＥＣ参加国・地域には、これまでの交渉の 

進捗を基礎として、交渉に柔軟に対応しながら非ＡＰＥＣ参加国・地域と連携していく 

役割がある。ＡＢＡＣは、ＤＤＡが確実に２０１１年に妥結するよう、ＡＰＥＣ首脳に対して、

できることをすべて行うことを要請する。 

 

F. 投資フローの促進  ＡＢＡＣは、ＡＰＥＣ参加国・地域は域内への投資をより容易に、  

より安価に、より迅速にするための努力を重ねなければならないと考える。ＡＰＥＣは  

投資円滑化の集中的なプログラムの他に、投資の自由化を促進する積極的なプログ 

ラムも継続しなければならない。ＡＰＥＣの努力により域内全域でビジネスを行う民間 

部門の能力が確実に向上するためには、ＡＰＥＣが掲げる目標の達成度を測定する 

必要がある。ＡＢＡＣは、成果を達成するとともに、ビジネスを行うことの現実を認識する

形で、投資のロードマップが採択・実施されることを支持する。ＡＢＡＣは、１９９４年  

非拘束的投資原則の見直しを行い、域内において行われるビジネスの方法が変化 

する中、外国・国内投資が引き続き確実に促進されるよう、ＡＰＥＣ首脳が提案されて 

いる改善策を採択するよう提言する。 

 

G. 物品とサービスの移動の円滑化  ＡＢＡＣは、シングル・ウィンドウ（単一受付窓口）、 

貿易円滑化行動計画（ＴＦＡＰ: Ｔｒａｄｅ Ｆａｃｉｌｉｔａｔｉｏｎ Ａｃｔｉｏｎ Ｐｌａｎ）ＩＩ、サプライチェ

ーン・コネクティビティ枠組みイニシアティブを通じた、国境を越えた物品・サービスの  

移動に関連した規制・プロセスの簡素化、標準化、透明性の向上を図るための継続的

努力を歓迎する。しかし、ＡＰＥＣ参加国・地域は、ＡＰＥＣの貿易円滑化イニシアティブ

の結果から民間部門が十分な恩恵を享受するように、一層広範な努力を行う必要が 

ある。ＡＢＡＣは、ＡＰＥＣに対して、ＴＦＡＰ ＩＩ及び投資円滑化行動計画に基づく進捗

状況を評価するため、既存の指標・指数を参照し、改善を図ることを要請する。ＡＢＡＣ

は、ＡＰＥＣ参加国・地域に対して、域内全体の企業活動の円滑化に貢献するであろう

ベスト・プラクティスを特定するために、経験を共有することを要請する。 

 

H. 中小・零細企業（ＳＭＭＥ）のキャパシティ・ビルディングの取組みの加速  中小・零細 

企業（ＳＭＭＥｓ: ｓｍａｌｌ， ｍｅｄｉｕｍ ａｎｄ ｍｉｃｒｏ-ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅｓ）による経済活動への貢献

に鑑み、均衡ある、あまねく広がる、持続可能で、革新的かつ安全な成長を達成する 

ことにより、ＡＰＥＣ参加国・地域におけるＳＭＭＥの役割の強化に資する環境を整備 

する差し迫った必要性がある。ＡＢＡＣは、生産性、イノベーション、ファイナンシャル・ 

インクルージョン、輸出促進の分野の目標を定めた政策の策定を後押しする。ＩＣＴ、  

スキル開発プログラム、新たなビジネスモデルなどのツール及びリソースに関する認識
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を高めることによりＳＭＭＥの成長を支援できることから、ＳＭＭＥを対象とした教育はもう

ひとつのキャパシティ・ビルディング活動と言える。零細企業の活動を把握し、広め、  

育成するアウトリーチ・プログラムは、包摂性を確保し、経済活動への貢献のための基盤

を広げる。ＡＢＡＣは、ＡＰＥＣ参加国・地域に対して、ＳＭＭＥの資金調達機会の一層の

改善、域内ＳＭＭＥによるＩＣＴの一層の活用の促進、革新的な成長を推進するための

キャパシティ・ビルディング・プログラムの着手、中小企業を対象としたビジネス・プラクテ

ィスの倫理に関する共通原則の策定を要請する。  

 

I. 食料安全保障の確保  ＡＢＡＣの文書「ＡＰＥＣ域内における食料安全保障の戦略的 

枠組み」に盛り込まれている提言は、ＡＰＥＣの食料安全保障作業計画に統合されるべ

きである。ＡＢＡＣは、ＡＰＥＣに対して、(a) 食料貿易における補助金、輸入制限、その

他の歪曲的な措置を撤廃するＡＰＥＣ食料システムへのＡＰＥＣ首脳による再確約、   

(b) 民間・研究部門を含む、食料問題に関するＡＰＥＣの作業を調整するハイレベルな

機関の創設、(c) ＡＰＥＣ参加国・地域間において取引される食料品を対象としたすべて

の輸出禁止、数量制限、輸出税を撤廃するようＡＰＥＣ 参加国・地域に確約させることに

よって、真の意味での食料安全保障を達成することに特に注力すること、を要請する。  

 

J. エネルギー安全保障への対応  ＡＢＡＣは、提案されている政策・規制措置が実際の 

市場、消費パターン、生産性に及ぼす実質的な影響について重要な視点を提供する 

ために、政府と民間部門間の関係の継続を強く提言する。同時に、供給者についての

エネルギー安全保障に関する需要サイドの懸念について然るべき配慮をすべきである。

ＡＢＡＣは、ＡＰＥＣ参加国・地域に対して、短期的には、エネルギーの効率性及び省エ

ネの向上を重視すること、低炭素化石燃料の幅広い使用を確保するよう努力すること、

原子力エネルギーについて検討するとともに、低排出の発電源としてＡＰＥＣの各参加

国・地域における原子力エネルギーの実現可能性について調査すること、再生可能 

エネルギーの開発・管理を引き続き重視すること、エネルギー市場における歪みを是正

し、効率性を促進すること、「クリーンな」エネルギーの開発を一層重視するとともに、  

ＡＰＥＣエネルギー安全保障アプローチの柱として、エネルギー・関連技術のイノベー 

ションを促進すること、世界エネルギー安全保障の全般的状況の文脈の中で、ＡＰＥＣ   

域内エネルギー安全保障戦略を策定・実施することを要請する。  

 

K. 熟練人材不足への対応 熟練人材不足が持続的な経済成長の阻害要因とならない  

様に、各参加国・地域は、人材ニーズを管理するための政策やプログラムを策定・継続 

する必要がある。ＡＰＥＣは、効果的な人材管理システムの導入を通じて、各参加国・ 

地域のあまねく広がる成長の促進を確実にするため、キャパシティ・ビルディング及び 

ベスト・プラクティスの共有などの措置を講じるべきである。包括的人材管理制度は 

下記を含む必要がある。 

(a) 各参加国・地域全体の能力マッピングのための手段、 

(b) 国内の人材の選択的な訓練及び再訓練を目的としたプログラム、 

(c) 人材不足が発生した場合に遠隔地からの人材調達により対応可能かを評価する 

手段、 

(d) 産業界で発生した物理的な人材不足に対応できる政策。   

 

L. 貿易の安全保障の確保  ＡＢＡＣは、ＡＰＥＣの認定事業者（ＡＥＯ: Ａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ     

Ｅｃｏｎｏｍｉｃ Ｏｐｅｒａｔｏｒ）作業グループの創設及びＡＰＥＣ全体を網羅するＡＥＯプログ 
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ラムの検討開始の決定を歓迎する。ＡＢＡＣは、このＡＥＯ作業グループに対し、プログ

ラムの相互承認に注力するとともに、ＡＥＯに認定された企業への実質的な恩恵を重視

した具体的なプログラムの策定を要請する。さらに、ＡＥＯプログラムと他の貿易の安全

保障プログラムとの重複をなくすための検討も必要である。 

 

M. 輸送安全規制の調和  現代のサプライチェーンのグローバル化に鑑み、ＡＢＡＣは、 

貿易の安全性と円滑化の双方を達成するため、国際的な基準で輸送規制の調和を  

図ることを要請する。各参加国・地域の基準は、関連する国際機関が定めたものと一致

していなければならない。国際基準が存在しない場合には、世界的に調和のとれた規

制を策定するための適切な国際的枠組みの導入が奨励されるべきである。ＡＰＥＣ参加

国・地域は、関連するサプライチェーン事業者による現行の規制の遵守を奨励すること

により、輸送の安全性を確保するためにキャパシティ・ビルディング活動を促進すべきで

ある。 

 

N. 物流サプライチェーンにおける安全の促進  貨物の増加に伴う問題に対処しつつ、  

円滑で安全な物品やサービスの移動を可能とするために、ＡＢＡＣは、ＡＰＥＣ参加国・

地域に対して、大型車両安全指針の策定と適用についてＡＢＡＣが着手している作業

への支持を要請する。このような作業は、対応すべき分野を特定する他、政策決定者・

実務者の安全対策を強化する手段に対する認識を高めるためのきっかけとして有益で

ある。さらにＡＢＡＣは、ＡＰＥＣ参加国・地域に対して、道路安全対策の事例研究及び

各参加国・地域の経験に関する試験的プロジェクトについてＡＢＡＣと協働することを 

要請する。 

 

O.  競争政策の拡充 ＡＢＡＣは、企業結合や競争法関連案件における手続上の公平性を

確保するような、透明性が高く一貫性がある環境の整備を進めることで、国境を越える

貿易・投資は活性化すると考える。これは、競争政策体制が整備された国・地域のみな

らず、体制が未だ不十分な国・地域においても同様である。ＡＢＡＣ・民間代表者と  

ＡＰＥＣ競争政策・法グループ（ＡＰＥＣ Ｃｏｍｐｅｔｉｔｉｏｎ Ｐｏｌｉｃｙ ａｎｄ Ｌａｗ Ｇｒｏｕｐ）との 

最初の官民対話が成功したことを受け、ＡＢＡＣは、すべてのＡＰＥＣの競争当局が合意

できる、ＡＰＥＣ域内の手続の公平性に関する共通原則を策定するために、第２回官民

対話を開催し、企業結合などの案件における手続上の公平性に関するベスト・プラクテ

ィスの研究を行うことを要請する。とりわけ、ＡＰＥＣ参加国・地域間に競争政策体制の 

整備段階に差が見られることについては、十分考慮されなければならない。 

    

P.  ビジネス関係者の移動の円滑化 ＡＰＥＣビジネス・トラベル・カード（ＡＢＴＣ: ＡＰＥＣ  

Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｔｒａｖｅｌ Ｃａｒｄ）は、ＡＰＥＣ域内におけるビジネス関係者の移動を円滑化する

とともに、ＡＰＥＣによってビジネスに直接かつ目に見える形で恩恵が提供される一例と

なっている。ＡＢＡＣは、ＡＰＥＣ参加国・地域に対して、事前審査に要する処理時間の

短縮、更新プロセスの簡素化、オンライン・サービスの向上、空港においてＡＢＴＣが 

確実に認識されること、明確に識別されたＡＢＴＣレーンの提供など、ＡＢＴＣ制度の  

運用を引き続き拡充することを要請する。さらにＡＢＡＣは、ＡＰＥＣに対して、とりわけ 

ＥＵを含めてＡＢＴＣが利用できる地域をＡＰＥＣ 参加国・地域を越えて拡大するなど、

ＡＢＴＣ 保有者が享受する恩恵を拡大する可能性を研究することを要請する。 
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Q. 知的財産権に関する協力の強化  特許は、知的財産権の保護及び革新的成長の促進

のための重要なツールである。世界中の研究開発投資の爆発的な増加は、３５０万件に

上る未処理特許出願件数の原因となっている。特許出願件数のこのような増加に対応

するために重要なことは、アジア太平洋地域における特許当局間の特許取得協力の 

努力を拡充することであろう。ＡＢＡＣは、ＡＰＥＣに対して、特許出願の処理作業分担を

管理し、その実施に必要とされる法律・技術上のモダリティを策定する一連の枠組み 

原則を構築することを要請する。知的財産権の水際取締りの強化ために、ＡＢＡＣは、

特許当局間および民間部門との情報共有の拡充を提言する。また、ＡＢＡＣは、知的 

財産権保有者の権利の保護と公衆の権利の間の適切なバランスを維持する必要性も

重視している。 

 

R. 透明性の向上及び汚職撲滅  ＡＰＥＣ首脳は、透明性の向上及び汚職撲滅が、それ 

自体無論重要な目標として認識すると同時に、アジア太平洋地域における持続可能な

発展、経済成長、良きガバナンスに大きく貢献するものとして、極めて重要であることを

認識している。ＡＰＥＣ首脳は、これまでにも汚職撲滅及び透明性の向上を図るために、

確固たる成果物を数多く承認してきた。しかし、これらのコミットメントに対して実際に  

ＡＰＥＣが行動していることを示す実績は乏しい。従いＡＰＥＣ首脳が、コミットメントに対

する活動を報告書として公表することは、実現に向けて行動していることを証明する  

最良の手段となる。ＡＢＡＣは、ＡＰＥＣ首脳に対し、透明性向上と汚職撲滅に関する  

コミットメントの実施について年次報告を行い、完全実施に向けたベンチマーク及び  

予定表を設定することを要請する。最初の報告書は、２０１１年１１月に米国で開催され

る首脳会議までに発表されるべきである。 

 

S. 産業界との対話への支持  ＡＢＡＣは、産業界との対話において実施されている活動、

とりわけ化学対話における化学物質規制のベスト・プラクティスに関する原則、自動車 

対話における先端技術を導入した環境配慮型自動車の重点研究、ライフサイエンス・ 

イノベーション・フォーラム（ＬＳＩＦ: Ｌｉｆｅ Ｓｃｉｅｎｃｅｓ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ Ｆｏｒｕｍ）における規制

調和に関する議論を歓迎する。化学対話及びＬＳＩＦ において議論されている規制調和

については、地域経済統合を実質的に推進し得るものであり、また化学対話において

は経済成長を、ＬＳＩＦにおいては人の健康を促進するという観点からも、優先的に取組

むべき課題である。また、ＡＢＡＣは、化学業界における国際的諸問題について協調し

て取組むことを目的として、化学対話が２０１２年までに戦略的枠組みの策定を目指して

いることを歓迎する。さらにＡＢＡＣは、「医療革新分野の投資収益に関するＬＳＩＦ枠組

み研究（ＬＳＩＦ Ｆｒａｍｅｗｏｒｋ Ｓｔｕｄｙ ｏｎ ｔｈｅ Ｒｅｔｕｒｎｓ ｔｏ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ ｉｎ Ｈｅａｌｔｈ    

Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ）」が拡大され、感染症及び経済成長に及ぼす重大な影響についても研究

対象に含まれることになったことを支持するとともに、この研究の進展に伴いＬＳＩＦと  

協働することを期待している。 

 

T.  環境に優しい物品・サービスの促進  エネルギー効率ラベリングの導入は環境物品・ 

サービス（ＥＧＳ: ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌ ｇｏｏｄｓ ａｎｄ ｓｅｒｖｉｃｅｓ）の普及を加速するが、ＡＢＡＣ

は、多くのＡＰＥＣ参加国・地域がこれらのラベリング制度をすでに導入していることを喜

ばしく思う。また、ＡＰＥＣが需要サイドにおけるエネルギーの効率化及び省エネを促進

する努力の加速も促す。とりわけＡＢＡＣは、ＡＰＥＣ参加国・地域に対して、パスファイン

ダー方式で他の参加国・地域のラベリング制度を相互承認することを検討すること、イン
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センティブなどを通じて、普及政策を実行する方法を検討すること、建物のエネルギー

効率を測定する基準を策定することを要請する。 

 

U. 気候変動への取組み  ２００９年の首脳宣言においてＡＰＥＣ首脳が気候変動の脅威に

取組むコミットメントを再確認したことに留意し、ＡＢＡＣは、温室効果ガス（ＧＨＧ: ｇｒｅｅｎ

ｈｏｕｓｅ ｇａｓ）排出量の削減取組措置の設計において、食料の生産・流通、食料の安全

性、食料の安全保障全般に及ぼす削減措置の影響を考慮しなければならないことを 

提言する。さらに、ＡＰＥＣ参加国・地域は、可能であればセクター別に、進捗状況の 

測定及び結果の定量化を支援するために、効率性を評価する基準指標を策定しなけ

ればならない。ＡＰＥＣは、「ＡＰＥＣ低炭素パスファインダー・スキーム」の策定を検討し

なければならない。このスキームに基づき、ＡＰＥＣの各参加国・地域による低炭素政策

措置は、体系的かつ透明性を持って優先順位付けされ、見直しが行われる。また、報

告書を年１回、または年２回 公表する。  

 

V. 人材のキャパシティ・ビルディングの促進  ＡＢＡＣは、人材のキャパシティ・ビルディング

はＡＰＥＣの成長枠組みの中核をなすべきものと考える。ＡＢＡＣは、ＡＰＥＣ参加国・  

地域に対して、(a) 情報通信技術（ＩＣＴ: ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ ａｎｄ ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ         

ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ）を活用した教育・訓練制度を試験的に導入することにより、最も適切な 

インフラ及びアプリケーションを確認し、人材開発におけるＩＣＴの利用を促進すること、 

(b) 起業家のイノベーション及び創造的思考を培う文化を醸成することにより、教育制度

を改革すること、(c) 次世代のリーダーにＡＰＥＣの活動を継承するために、首脳会議に

おいて「ボイス・オブ・ザ・フューチャー・プログラム（Ｖｏｉｃｅ ｏｆ ｔｈｅ Ｆｕｔｕｒｅ Ｐｒｏｇｒａｍ）」

を恒久行事化させることを提言する。 

 

W. 域内資本市場の強化及び深化 ＡＢＡＣは、世界金融危機及びとりわけ欧州における

新たな金融の混乱の後の世界経済の回復の萌芽に鑑み、ＡＰＥＣ参加国・地域におけ

る出口戦略・政策協調の重要性を強調する。出口戦略の実施時期の選択について  

慎重に対処しなければならない。財政金融政策は各参加国・地域の個別の状況を反映

するべきである一方、世界中で緊密な連携を維持しなければならない。さらに、ＡＰＥＣ

参加国・地域は地域金融統合を促進するとともに、アジア太平洋地域外で発生する  

緊急事態にも準備を整えることができるイニシアティブ（クロスボーダー有価証券担保管

理など）を策定しなければならない。 

 

ＡＢＡＣは、とりわけ次のことによって、域内資本市場の強化・深化を図るキャパシティ・ 

ビルディング努力を推進する国際・国内努力の継続を提言する。すなわち、金融シス 

テムの強靭性を一層促進するために、イスラム金融システムと従来型金融システムの 

共存を奨励すること、域内におけるインフラに関する官民連携の発展を促進するための

先駆的・イニシアティブとして、インフラに関するアジア太平洋地域パートナーシップ 

（ＡＰＩＰ: Ａｓｉａ-Ｐａｃｉｆｉｃ Ｉｎｆｒａｓｔｒｕｃｔｕｒｅ Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ）を創設すること、特定投資家 

だけが参加できるホールセール証券市場の創設などを通じて、債券・株式市場を一層

促進すること、国際会計基準審議会（ＩＡＳＢ: Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ａｃｃｏｕｎｔｉｎｇ Ｓｔａｎｄａｒｄｓ 

Ｂｏａｒｄ)と協力して、国際財務報告基準（ＩＦＲＳ: Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｆｉｎａｎｃｉａｌ Ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ 

Ｓｔａｎｄａｒｄｓ）の導入について議論するタスク・フォースをＡＰＥＣ内に設置すること、であ

る。ＡＢＡＣは、経済ピラミッドの最下層に属する人々に十分な注意を払いながら、環境
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ファイナンス及びＳＭＭＥファイナンスを促進するための適切な法律枠組みを導入する

際に、公的部門が果たす役割の重要性を強調する。  




